
 瀬田小学校  

平成３０年度通学路合同点検実施結果 箇所図 

 

通学路合同点検実施日時：平成３０年１１月２０日 午前９時30分～ 

 
◎実施済み ○実施予定 △検討中 ×実施不可  (平成３１年３月３１日時点) 

 

① 

×停止線の新設 

×破損した看板の取替 

② 

△警察官巡回時間の検討 

③ 

◎注意喚起標示幕の設置 

◎ブロック塀について見通し改善を依頼 

④ 

◎注意喚起標示幕の設置 

⑤ 

○停止線の塗り直し 

×注意喚起標示幕の設置 

⑥ 

◎工事業者に配慮の依頼 



平成３０年度通学路合同点検実施結果一覧（学校ごと）

瀬田小学校　点検日：１１月２０日（火）　午前９時３０分～

検討先 対策案 検討状況等（平成３１年３月３１日時点）

玉川警察署
車が入ることを想定していない道路のため、新たに一時
停止線を設置することは難しい。

実施不可

玉川土木管理事務所 破損した看板の取替
実施不可
（新規設置に適した箇所なし。撤去は実施済）

②
瀬田4-24付近　瀬田交差点。
（国道246号線、環状八号線、都道
427号線の結節点）

国道246号線と環状八号線を渡るためにそれぞれ自転車がス
ピードを出して通行している。
自転車が車道ではなく歩道を走っており危険。

学校
玉川警察署

平日の登校時間帯には警察官が巡回している。
学校から別の時間帯についての要望があれば検討・対
応する。

-

玉川土木管理事務所 注意喚起標示幕を設置する。 実施済

学校健康推進課
⇒駐車場運営会社

コインパーキングの運営会社へ、ブロック塀の除却や見
通しの改善等について依頼する。

実施済

④ 瀬田2-4　五差路
瀬田中学校側から自転車、車がスピードを出して通行してお
り、車が左折する際に歩行者が巻き込まれやすい。

玉川土木管理事務所
横断歩道手前の電柱に「スピード落とせ」の注意喚起標
示幕等を設置する。

実施済

玉川警察署 瀬田1-15-19付近の交差点の一時停止線を塗り直す。 実施予定

玉川土木管理事務所 注意喚起標示幕を設置する。
実施不可
（増設に適切な箇所なし）

⑥
瀬田2-10
（ゴルフ練習場跡）

マンション建設に伴い、工事車両が出入りしている。 玉川警察署 工事業者に配慮を依頼する。 実施済

③ 瀬田5-24　四差路

環状八号線への抜け道となっており車、自転車がスピードを出
している。注意喚起標示幕などはなく、駐車場のブロック塀で見
通しも悪い。
車と自転車の衝突死亡事故が起きている。

瀬田1-6 通行する車がスピードを出している。

対策方針点検
No

点検箇所 点検理由

⑤

①
瀬田1-29
（横断歩道）

緩い坂に設置されている横断歩道であり、車、自転車がスピー
ドを出して通行している。
停止線が消えかかっており、通行注意の看板も破損している。


